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都道府県労働局長 殿

基 発 第 0331017号

平成 20年 3月 31日

厚生労働省労働基準局長

( 公 印 省 略 )

労働基準局報告例規の二部改正について

標記について､的確な行政効果の把握及び事務簡素 ･合理化等に資するため､下

記のとおり改正を行い､平成20年4月1日より適用することとしたので､その取扱

いについて遺憾なきを期されたい｡

記

1 ｢労働基準局報告例規一覧｣の改正

(1)｢労働基準局報告例規一覧｣の一部を次のように改める.

｢3.安全課関係｣｢(2)随時報告｣｢安衛504｣の項の次に次の一項を加

える｡

安衛 505 手数料収入印紙 技能講習手数料の納付があった場合 (略)

ちよう用実績報 ただし､4月～3月分を次年度の5月の

(2)｢5.労災管理課関係｣｢(1)定期報告｣の項 ｢報告名｣の欄中 ｢保険給付等

経理状況速報｣を ｢保険給付費等経理状況速報｣に改める｡

(3)｢6.補償課関係｣｢(1)定期報告｣｢補404｣の項 ｢報告名｣の欄中 ｢労

働福祉事業利用状況報告｣を ｢社会復帰促進等事業利用状況報告｣に改める｡

2 ｢監402｣の改正

｢監402 監督指導業務及び措置状況等報告｣の一部を次のように改める｡

(1)｢監402 監督指導業務及び措置状況等報告 (その2) 関係行政機関等と

の相互通報制度等の運用状況｣を別紙1のとおりとする｡

(2)｢監402 (その2) 記載要領｣中 ｢4.｣の項を削り､｢5.｣を ｢4.｣とし､

｢6.｣を ｢5.｣とし､｢7.｣を ｢6.Jとし､r6.｣の項中 ｢(5)｣を削る｡



3 ｢安衛408｣の改正

｢安衛408 手数料収入印紙ちょう用実績報告｣の-部を次のように改める｡

(1)｢安衛408 手数料収入印紙ちょう用実績報告 (その-)の (8)｣及び ｢安

衛408 手数料収入印紙ちょう用実績報告 (その-)の (9)｣を削る｡

(2)｢安衛408 手数料収入印紙ちょう用実績報告 システム報告要領｣｢Ⅰ 換

作手順｣の項 ｢2 報告の集計 ･作成｣中 ｢2,7｢手数料収入印紙ちょう用実

績報告 (その-)の (8)｣の作成｣及び ｢2.8｢手数料収入印紙ちょう用実績

報告 (その-)の (9)｣の作成｣の二項を削り､｢2.9｣を ｢2.7｣とし､｢2.10｣

を ｢2.8｣とする｡

なお､これに伴い､｢Ⅰ 操作手順｣等について､次のように改める｡

｢Ⅰ 換作手順｣の ｢操作の流れ｣の欄中 ｢2.7(その-)の (8)｣及び

｢2.8(その-)の (9)｣を削り､｢2.9｣を ｢2.7｣とし､｢2.10｣を ｢2.8｣

とする｡

｢Ⅱ 留意事項｣の項 ｢1 基本的な作業の流れ｣の図中 ｢手数料収入印

紙ちょう用実績報告 (その-)の (8)｣及び ｢手数料収入印紙ちょう用実績

報告 (その-)の (9)｣に係る行を削り､｢5 報告の検索｣の ｢(2)｣の項

中 ｢(その-)の (8)(9)､｣を削る｡

4 ｢安衛 505｣の追加

｢安衛 505 手数料収入印紙ちょう用実績報告 (1)｣及び ｢安衛505 手

数料収入印紙ちょう用実績報告 (2)｣を別紙2のとおりとする｡

5 ｢管 101｣の改正

｢管101 保険給付費等経理状況速報(労災勘定)｣を別紙3のとおりとする｡

6 ｢補404｣の改正

｢補404 社会復帰促進等事業利用状況報告｣を次のように改める｡

(1)｢補404 社会復帰促進等事業利用状況報告｣を別紙4のとおりとすると

(2)｢補404 記載要領｣を次のように改める｡ (

ア ｢A 外科後処置利用状況｣を ｢2 外科後処置利用状況｣に改める｡

イ ｢B 特別栄養食等の支給状況｣を削る｡

ウ ｢C 介護料支給状況｣を ｢3 介護料支給状況｣に改める｡

エ ｢D アフターケア実施状況｣を削る｡

オ ｢E アフターケア通院費支給状況｣を削る｡

カ ｢F 義肢等の支給 ･修理状況及び採型指導料の支給状況｣を ｢1 義肢

等補装具の支給 ･修理状況及び採型指導料の支給状況｣に改める｡



キ ｢G 温泉保養利用状況｣を ｢5 温泉保養利用状況｣に改める｡

ク ｢H 旅費の支給状況｣を ｢4 旅費の支給状況｣に改める｡

7 ｢補405｣の改正

｢補405 中小事業主等特別加入状況報告｣の一部を次のように改める｡

(1) ｢補405 中小事業主等特別加入状況報告｣の ｢A 中′1､事業主等｣の項

中 ｢業種｣の欄 ｢9405(医薬品配置販売業)｣に係る行を削り､ ｢業種｣の欄

｢98 卸売業 ･/ト売業､飲食店又は宿泊業｣に係る行の次に次の一項を加えるO

9801 (医薬品配置販売業) ( ) ( )

(2) ｢補405 記載要領｣の一部を次のように改める｡

1 ｢中小事業主等の特別加入状況｣

(3) ｢95農業又は海面漁業以外の漁業｣のうち ｢9501農業｣欄には､｢9501

土地の耕作又は植物の栽権､栽培若しくは採取の事業その他の農業｣に該

当する事業主及び家族従事者の数を､また､ ｢98卸売業 ･小売業､飲食店

又は宿泊業｣のうち ｢9801(医薬品配置販売業)｣欄には､卸売 ･/J＼売業

のうち医薬品配置販売業に該当する事業主及び家族従事者の数をそれぞれ

内数で記入すること｡

8 ｢勤 503｣の改正

｢勤 503 地方最低賃金審議会審議状況等報告｣を別紙 5のとおりとする｡

9 ｢労働基準局報告例規基準業種分類表｣の改正

｢労働基準局報告例規基準業種分類表｣を別紙6のとおりとする｡



監402 監督指導業務及び措置状況等報告

平成 年 1月～12月分

(その 2)関係行政機関等 との相互通報制度等の運用状況 労 働 局

区分却~ 地方運輸機関 警 察 機 関 出入国管理機関 建 設 行 政 機 関 職 業 安 定 行 政労 基 法 貸 金 不 払 派 遣

項件数 等 違 反 立替払軌告 労 働 者 労 働 者( )

捉通供 粕等又のは状情況報㍗ (i=;i": ( ) // ( )
i受 け た 件 数(a)

処遇!状況 (A)について関係行政機 関か ら回報のあった件数 ( ) lllJ【 】( )I( )1 ltl ( )



別紙2

安衛505 手数料収入印紙ちょう用実績報告の(1)

(平成 年度分)

(イ ) 技能 講 習 手 数 料 種 別 単 価 労 働 局件 数

全 部

全 部

部

実 技 全 部 免 除

実 技 一 部 免 除

全 部

実 技 全 部 免 除

舞 妓 一 部 免 除

全 部

実 技 一 部 免 除

全 部

実 技 一 部 免 除

全 部

学 科 一 部 免 除

美 技 一 部 免 除

全 部

実 技 一 部 免 除

全 部

学 科 一 部 免 除

実 技 一 部 免 除

全 部

実 技 一 部 免 除

全 部

玉 掛 け全 部
実 技 一 部 免 除

全 部

学 科 一 部 免 除

全 部

全 部

全 部

学 科 一 部 免 除

全 部

全 部



】全 部】I l】

全 部

鋼 橋 架 設 等 作 業 主 任 者 全 部
学 科 一 部 免 除

全 部

全 部

採 石 の た め の 塩 削 作 業 主 任 者 全 部

は い 作 業 主 任 者 全 部

木 造 建 築 物 の 組 立 て 等 作 業 主 任 者 全 部

取 扱 作 業 主 任 者 全 部全 部

ガ ス 溶 接 全 部

ボ イ ラ - 取 扱 全 部t



安衛505 手数料収入印紙ちょう用実績報告の(2)

(平成 年度分)

(口 ) 技 能 講 習 手 数 料 種 別 単 価 労 働 局件 数

鉛 作 業 主 任 者 全 部

全 部

石 綿 作 業 主 任 者 全 部

全 部

全 部

一 部 免 除

全 部

一 部 免 除



管 10 1 保 険 給 付 費 等 経 理 状 況 速 報
(労 災 勘 定 )

1 保険給付攻経理見失況速報

匝垂号l~~｢

(平成 申 月末E)現在)

備 考

2.社会復帰促進等非業粋経理状況速報

区 分 十日 (2) (3) (4)支 払 未 済 額 (5) (6)

T.lll -T-IIJ T.r)) -l'-FJ) TM ■｢川

3.菓務取扱数経理状況速報

区 分 =ー (2) (3)支 払 済 板 累 計 (4)支 払 未 済 額 (5) (6) 備 考
差 引過 △不 足額

T.lll 千日 T.lJJ 十日 ･T.rl) T.M



別紙4

補 404 社 会 復 帰 促 進 等 事 業 利 用 状 況 報 告

読 計 黄 住着
氏 名 F妄｢｢

1義肢等補装具の支給･修理状況及び採型指導料の支給状況 平成 年度分

支 給 種 El 新 規 継 続 合 計

実人員 支給個数(件数) 金 額 実人員 支給個数(件数) 金 額 実人員 (件数) 金 額 L

(1)義 肢 人 個 円 人 個 円 人 価 円

l殻構造義肢

J骨格構造義肢 ＼
r筋電電動義手 ＼ ＼ ＼ ＼ ＼

(3) 体幹装具

㌔ ＼ ＼

＼ ㌔ ＼

(6) 基 肥 ＼ ＼ ＼

(7)眼 鏡 ＼ ＼ I

＼ ＼ ＼

(9)補聴器 .＼ ＼ ＼

(10)人工喉頭 ＼ ＼ ＼

(ll)童いす ＼ ＼ ＼

＼ ～ ＼

(13)姫行革 I ＼ ＼

(14)収尿串

人工膜耽用

-_-=■

＼ ＼ ＼

(17)かつら ＼ ＼ ＼

＼ ＼ ＼

＼ ＼ ＼
＼ ＼ ＼

＼
＼ 件 ＼ 件 ＼ 件

修理の着用 ＼ 件 p＼ ､＼ ＼ ＼ 件

A 計 ､ 一 ､㌧ l ＼ l 一､､-一一 一

2外科後処置利用状況

区 分 実人員 金 額
入 院 通 院

合 計 人 人 円

､ ＼

区 分 実人員(新規) 金 額

C0 人 ( 人) 円
( )

区 分 実人員 金 額

合 計 人 ( 人) 円

( )( )

義眼装炭 ( )

温泉保養 ( )

5温泉保養利用状況

(圧1) rl義舷等補装具の支給･修理状況及び採型指導料の支給状況l中r採型指導靴 及びr修理の穿用｣については､r件軌 を｢支給個数Jの欄に記入すること｡
(庄2)斜線の柵については.記入の必要はないことB



別紙5

勤503地方最低賃金審議会審議状況等報告(諮問･答申用)

様式第1号 労働局

決 定 事 項(答申決定件名等) 区 分 新設.改正.廃止 .

審議会等開催状況 区 分 開催回数 開催年月日 審議概要(書誌事項､決定事項等)(注1)

審議会(本署) 合計 回開催 年 月 日 諮問

年 月 日 答申

年 月 日

年 月 日

年 月 日

専 門 部 会 合計 回開催 年 月 日 採決(注2)
年 月 日

年 月 日

年 月 日

意見書提出 労 働 者 件
使 用 .者 件

意 見 聴 取 労 働 者 労働者 人
使 用 者 使用者 人

そ.の 他 ( ) 人

採 決 状 況 審 議 会 ＼

区 分 公益代表 労働者代表 . 使用者代表 ＼
賛 成 ＼
反 対 ＼
保 留 ＼
欠 席 ＼

専 門 部 会 ＼
区 分 公益代表 労働者代表 使用者代表 ＼
賛 成 ＼
反 対 ＼
保 留 ＼
欠 席

異議申出に係る公示 年 月 日実施

異 議 申 出 期 間 年 月 日まで

年 月 白

注1 産業別最低賃金の改正等の申出がなされた場合はその旨記入すること｡
注2 産業別最低賃金については､必要性審議と金額審議に係る採決の年月日をそれぞれ記入すること｡

記 載 要 領
1 審謹会で答申がなされた場合及び審議会で特に重要な事項が審言蓑された場合の報告については､本様式によること｡
2 審議会等開催状況については､諮問､答申以外に意見聴取や視察の実施等特筆すべき審議がなされた場合にその年月日
及び審議概要を記載すること｡

3その他参考事項には.特に参考となると思われる事項があれば記入すること｡
添 付 資 料
最低賃金の決定等について答申がなされた場合(最低賃金審議会令第6条第5項が適用された場合を含む｡)には､最低賃金

件名毎に次の書類を添付すること｡なお､官報公示が必要とされない場合は(4)を省掩すること｡
(1)最低賃金の決定(改正)に伴う影響測定指標(別表) (2)専門部会報告写し (3)答申文写し (4)公示文案
(5)最低賃金に関する基確調査結某のうち､地域別最低賃金については､地域別最低賃金適用産業､賃金階級区分別賃金分
布表(全県)杏.産業別最低賃金については､当該産業別最低賃金適用産業､賃金階級区分別賃金分布表(全県)



別 表

決定

最低賃金の に伴う影響測定指標

改正

労働局

最低賃金額
(1)改正後の金額

(2)改正前の金額

(3) 適用労働者数

(4) 改正前の最低賃金額を下回る労働者数

(5) 未満率 ((4)/(3)×100)

(6) 改正後の最低賃金額を下回る労働者数
(7) 影響率 ((6)/(3)×100)

記載要領

1.本表は､最低賃金に関する基礎調査(以下｢基礎調査｣という｡)結果に基づき記入すること｡

2.最低賃金額が2以上になる場合には､それぞれについて本表を作成すること｡

3.｢(3)適用労働者数｣欄には､基礎調査における復元母集団労働者数を記入すること｡

4.(5)及び(7)の端数処理については､小数点以下第2位を四捨五入すること｡



劫503地方最低賃金審議会審議状況等鶴告(異議申出用)

様式第2号 労働局

決定事項(答申決定件名等) 区分 新設.改正.廃止

異議申出に係る公示 辛 .月 日実施

異 議 申 出 期 間 年 月 日まで

異議申出に係る審議会開催状況 年 月 日開催 p

異議申出件数 労 働 者 件使 用 者 悼

そ の 他 件

異議申出に係る寄議結果 (審議概要)

記 載 要 領
異議申出について審議した結果､審議会の当初答申を変更する答申がなされた場合には､様式第1号による報告を改め

て行うこと｡
添 付 資 料
異議申出書写し



勤503 地方最低賃金審議会審議状況等報告

様式第3号 (法第 11条に基づく申請の場合) 労 働 局

記 載 要 領
1 最低賃金法第11条に基づく申請がなされた場合の報告については､本様式によること｡

2 ｢(1)新設 ･改正 ( 回) .廃止｣欄は､その該当する事項を ( )で囲むこと｡

3. ｢(6)業種宅 (職業又は地域)l欄のうち業種名又は職業名は､申請書に記載された適用を受けるべき労働者の範囲等から

予想される業種名又は職業名を､原則として､日本標準産業分譲の小分額又は日本標準職業分類の小分類により記入するこ
と.

4 ｢(9)労働音数 ･使用音数｣欄の規模区分は､事業場規模により記入すること｡ただし､職業別最低賃金の場合は､ ｢計｣
欄のみを記入すること｡

5. ｢労働音数 ･使用音数｣欄の(ハ)､(=)の使用者数には事業主 (法人の場合は法人)の数を記入すること｡

6. ｢a3)答申予定年月El｣欄は､記入可能な場合にのみ記入すれば足りること｡

7.改正の場合であって､適用使用音数又は適用労働者数が改正前と比較して著しく差があるときは､その理由を ru41備考｣
欄に記入すること｡

8 廃止の場合には､(1ト(5)､(8)､(121及びh3)欄について記入すること｡

添 付 資 料
1.申請書の写し

2 当該労働協約の写し (関係部分の抜すいでも差しつかえない｡)

3.法第12条に基づく公示案
IL 実態調査報告書 (実態調査を実施した場合に限る.)

5.その他必要菩額



別紙6

2 労働基準局報告例規基準業種分類表

業 種 分 類 日本標準産業分類等

1 (製造業)1.1食料品製造業1.1.1肉製品､乳製品製造業 0113(もやし製造業に限るo).0131(脱穀業､ライスセンターに限る∩)0132(共同選果 .選別場に限るD)09,101-104091

1.1.2水産食料品製造業 092

1.1.3農産保存食料品製造業 093

1.1.4パン､菓子製造業 097

1.1.5酒類製造業 102

1.1.6飲料 (酒類を除くo)製造業 101

1.1.9その他の食料品製造業1.2繊維工業1.2.1製糸業 0113(もやし製造業に限るn),0131(脱穀業､ライスセンターに限るO),0132(共同選果 .選別場に限るlo).094-096,098,099,103,104111(1112及び 1113を除く○),112-115,1166-1169.1172,1173(ニット製に限る○),1182-1186(エツト製に限るo)1111

1.2.2紡績業 1114-1119

･1.2,3織物業 112

1.2.4染色整理業 114



業 種 分 類 日本標準産業分類等

1.3.1外衣下着製造業 1161-1165,1171,1173(ニット製を除

1.3.9その他の繊維製品製造業1.4木材 ,木製品製造業1.4.1製材業. くo).1174,k{81.1182-1186(ニット製を除く〆 .1189.11912(1292を除くo),3295(木型製造業に限るo)121

1,4.2合板製造業 122 ◆■

1.4.9その他の木材 .木製品製造業1.5家具 .装備品製造業 123.129(1292を除くD).3295(木型製造業に限るD)13

1.5.1木製家具製造業 1311

1.5.2金属製家具製造業 1312

1.5.3建具製造業 133

1.5.9その他の家具 .装備品製造業 1313.132,139

1.6パルプ 一紙 .紙加工品製造業 14

1.6.1パルプ .紙製造業 141,142

1.6.2紙加工品製造業 143.-145

1.6.9その他のパルプ .紘 .紙加工品製造業1.7印刷 .製本業1.7.1印刷業1.7.2製本業 14915.413(印刷部門に限るo).414=(印刷部門に限るo)､9211(速記業を除くo),9212413及び414(印刷部門に限るo),151,152153

1.7.9その他の印刷 .製本業 159,9211(速記業を除くo),9212

1.8化学工業 1112,16-20



業 種 分 類 日本標準産業分類等

1.8.2化学繊維製造業

1.8.3医薬品製造業

1.8.4石油製品 ･石炭製品製造業

1.8.5プラスチック製品製造業

1,8.6ゴム製品製造業

1.8.7皮革 ･同製品製造業

1,8.8塗料製造業

1.8.9化学肥料製造業

1.8.99その他の化学工業

1.9窯業土石製品製造業

1.9,1セメント･同製品製造業

1.9.2ガラス ･同製品製造業

1.9.3陶磁器 ･同関連製品製造業

1.9.4耐火物製造業

1.9.5その他の窯業

1.9.9その他の土石製品製造業

1.10鉄鋼業

1.10.1製鉄 ･製鋼 ･圧延業

1.10.2鋳物業

1.10,9その他の鉄鋼業

1.11非鉄金属製造業

1.ll.1非鉄金属精錬 ･圧延業

1,ll.2非鉄金属鋳物業

1.ll.9その他の非鉄金属製造業

1.12金属製品製造業

1.12.1洋食器 ･刃物製造業

1.12.2ねじ等製造業

1.12.3金属プレス製品製造業

1.12.4めっき業

1641-1643.1646,1647.166,169

1113,216.-219

221-224,225(2251,2252を除く｡)

2251,2252,2293

229(2293を除く｡)

235(2355を除く｡)

234,2355,239

24,3251(金属製のものに限る｡)

245(2453を除くO),3251(金属製の

ものに限る｡)

2462,2464



業 種 分 類 日本標準産業分類等

1.12.9その他の金属製品製造業1.13-般機械器具製造業 ■ 241.243.244.2453.246(2462.2464を除くo).247.24925,26.27､323､3297

1.13.1機械 (精密機械を除くo)器具製造業1.13.2計量器 .測定器製造業 25,26,270-272273
1.13.3光学機械 .レンズ製造業 275､3297

1_13.4時計 ー同部品製造業 323

1.13.9その他の精密機械器具製造莱1_14電気機械器具製造業 274,2738,27628,29,30

1.14.1重電機製造業 290-292

1.14.2軽電機製造業 2832.293,294,296.297,30

1.14.3電子機器用 .通信機器用部分品製造業1.14,9その他の電気機械器具製造莱1.15輸送用機械等製造業 28(2832を除くo)295,29931

1.15.1造船業 313(3134を除く∩)

1.15.2自動車 .同付属品製造業 311

1.15.3鉄道車両 .同部分品製造業 312

1.15.9その他の輸送用機械等製造莱1.16電気 .ガス .水道業 3134,314,315,31933,34,35,36

1.16.1電気業 331

1.16/2ガス業 341

1.16.3水道業 361-363



業 種 分 類 日本標準産業分類等

1.17その他の製造業1.17.1自動車整備業 105,106,1292.32(323.3297.3251(金属製のものに限る○),3295(木型製造業に限るo)を除く(),484,781(7812を除く∩).7891.7993(取次店を除く.).793,8841,7999(古綿打直 し業に限るD).89,90,836189

1.17.2機械修理業 901

1.17.3クリーニング業1.17.4たばこ製造業 781(7812を除く∩).7891(洗張業に限るo)105

1..17.9その他 106､1292､32(3251(金属製のものに限るO),323,3295(木型製造業に限るム),3297を除く○),484,7891(染物業に 限 る ∩) .7993 (取 次 店 を 除く∩),793.7991.7999(古綿打直し業 に限るo).909,8361

2(鉱 業)2.1石炭鉱業 052

2.1.1-般石炭鉱業 0521(石炭選別業を除く○)

2.1.9その他の石炭鉱業 0521(石炭選別業に限るo),0522

2.2土石採取業2.2.1採石業 054及び055(鉱山保安法の適用のないもの)上記のうち採石法の適用のあるもの

2.2.2砂利採取業2.2.9その他の土石採取業 _上記のうち砂利採取法の適用のあるもの上記のうち上記 2分類を除いたもの



■業 種 分 類 日本標準産業分類等

2.3.2石油等鉱業 0531,0532

2.3.9その他 054及び055(鉱山保安法の適用のあるもの).059

3 (建設業)3..1i*IS#■3.1.1水力発電所等建設工事業3.1.2 トンネル建設工事業3.1.3地下鉄建設工事業3,1.4鉄道軌道建設工事業3.1.5橋梁建設工事業3.1.6道路建設工事業3.1.7河川土木工事業3.1.8砂防工事業3.1.9土地整理土木工事業3.1.10上下水道工事業3,1.11港湾海岸工事業3.1_99その他の土木工事業3.2建築工事業3.2.1鉄骨 .鉄筋コンクリー ト造家屋建築工事業3.2.2木造家屋建築工事業3.2.3建築設備工事業3.2.9その他の建築工事業3.3その他の建設業 014のうち土木工事､061のうち土木工事.062.063,07のうち土木工事,0894061の うち建築工事,064,065,066,07のうち建築工事081-084,089(0894を除く〔)

3.3.1電気通信工事業 081,082

3.3.2機械器具設置工事業 084



業 種 分 類 日本標準産業分類等

4 (運輸交通業)4.1鉄道 .軌道 ー水運 .航空芙 42.45.46

4.1.1鉄道 .軌道業 42

4.1.2水運業 45

4.1.3航空業 46

4.2道路旅客運送業 43

4.2.1ハイヤー .タクシー業 432

4.2.2バス業 431,433

4.2.9その他の道路旅客運送業 439

4.3道路貨物運送業4.3.1一般貨物自動車運送業 44(444.4499(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限るo)を除く∩)441

4.3.2特定貨物自動車運送業 442

4.3.3貨物軽自動車運送業4.3.9その他の道路貨物運送業4.4その他の運輸交通業 443.4499(無償貨物自動車運送業を除く〔)4499(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く∩)485

4.4.9その他 485

5 (貨物取扱業)5.1陸上貨物取扱業5.1.1陸上貨物取扱業5.2港湾運送業 444,482,483(陸上)444,482,483(陸上)481,483(水上)上記のうち港湾運送事業法第3条第

5.2.1-般港湾運送業5.2.2港湾荷役業 1号の事業上記のうち港湾運送事業法第3条第2号の事業



業 種 分 類 日本標準産業分類等

6 (農林業)6.1農業6.1.1農業6.2林業6.2.1木材伐出業 011(0113(もやし製造業に限るo)を除く.).0131(脱穀業､ライスセンターを除くO).0132(共同選果 .選別場を除くo).0133.014のうち土木工事を伴わないもの011(0113(もやし製造業に限るo)を除く○),0131(脱穀業､ライスセンターを除く○),0132(共同選果 .選別場を除くo),0133,014のうち土木工事.を伴わないもの021-024,(029(狩猟業に限る○)を除くo)022

6,2.9その他の林業 021,023.024,029(狩猟業を除く.)

7 (畜産 .水産業)7.1畜産業 012,0134,029(狩猟業に限るo)

7.1.1畜産業 012,0134,029(狩猟業に限る∩)

7.2水産業 031,032,041,042

7.2.1漁業 031,032

7.2.9その他の水産業 041,042

8 (商 業)8.1卸売業8.1.1各種商品卸売業 50-55(5598については代理商に限るn),682(代理商に限るo)50



業 種 分 類 ･日本標準産業分類等

8..1.9その他の卸売業8.2小売業 51-54,552,553,559(5598については代理商に限る∩).682(代理商に限るo)56′-61

8.2.1各種商品小売業 56

8.2.2自動車′J､売業 ､ 591(5914を除く○)

8.2.3家具 .建具 .じゆう#/J､売業 601,602

8.2.4.燃料小売業 605

8.2.5新聞販売業 6063

8.2.9その他の小売業8.3理美容業 57.58.77.5914.592,593,603,604,606(6063を除くo)～609,61782,7837892

8.3_1理容業 782

8.3.2美容業 783,7892

8.4その他の商業8.4.1倉庫業 413及び414(印刷部門を除く○),471,472,681,69,794,7952,7961,70,3922(調査研究を伴わないものに限る∩)4161(放送局支局を除く○)471,472

8.4.9その他 413及び 414(印刷部門を除くo)681,69,794,7952,7961,70,3922(調査研究を伴わないものに限る○),4161(放送局支局を除くo)

9 (金融 .広告業)9_1金融業 62-67



業 種 ■分 類 日本標準産業分類等

9.1.9その他の金融業 6493,6513.6611-6616

9.2広告 ーあっせん業､9.2.1旅行業 791,4891,5598及び 682(代理商を除く〔).7812.73,911791

9.2.9その他の広告 .あっせん業 4891,5598及び 682(代理商を除くo),7812,73,911

10 (映画 .演劇業)10.1映画 .演劇業 801.802,411,4169

10.1.1映画製作 .配給業 411

10.1.2映画館 801

10.1.9その他の映画 .演劇業 802,4169

ll (通信業)ll.1通信業 86,37,49.38.4161 (放送局支局に限

ll.1,1通信業 る∩)86.37.49.38,4=161(放送局支局に限る∩)

12 (教育 .研究業)12.1教育 .研究業12.1.1自動車教習所 391,3922(調査研究を伴 うものに限るo),3929,81,82(8222を除くn),8048,71,9338172(自動車教習所に限る∩)及び8222

12.1.2ソフトウエア業 391



業 種 分 類 日本標準産業分類等

13 (保健衛生業)13.1医療保健業 .13.1.1病院 83(8361を除く.).84(8492,8493.8499を除く∩).8542831

13.1.2-般診療所 832

13.1.9その他の医療保健業 833-835,8369.841.84=2.8491.8542

13.2社会福祉施設 85(851,852を除く∩)

13.2.1社会福祉施設 853-859

13.3その他の保健衛生業13.3.1浴場業 784.785(個室付浴場業を除く∩),849(8491を除くo)784,785(個室付浴場業を除く.○)

13.3.9その他 849(8491を除く∩)

14 (接客娯楽業)14.1旅館業 751,752

14.1.1旅館業 751,752

14.2飲食店 76

14.2.1-般飲食店 76(7622,765,766を除くo)

14.2.9その他の飲食店 7622,765,766

14.3その他の接客娯楽業14.3.1ゴルフ場 753,759,785(個室付浴場業に限る○)80(801,802,8048を除くo)8043

14.3.2公園 ..遊園地 805



業 種 分 類 日本標準産業分類等

15 (清掃 .と畜業)15,1清掃 .と畜業･15.1.1ビルメンテナンス業 7951,922(清掃関係に限るo),9292,88,.952922(清掃関係に限るD)

15.1.2産業廃棄物処理業 882

15.1.3その他の廃棄物処理業 881,889
15.1.4火葬業 7951

15.1.5と畜業 - 952

15.1.9その他の清掃 .と畜業 9292

16 (官公署)16.1官公署16.1.1官公署 851(社会保険事務所に限るo),852,96
～98851(社会保険事務所に限る∩),852,96-98

17 (その他の事業)'17.1派遣業17.1.1派遣業17.2その他の事業17.2.1警備業 労働者派遣事業法第2条第3号の労働者派遣事業9231

17.2.2情報処理サービス業 3921

注 :1 個々の事業場がどの業種分類に該当するかは､その主たる事業の実態

によって個別に判断すべきものであること｡

2 この業種分類と日本標準産業分類との対比表は､上記の判断を行 うに

当たり参考とすべき一応の目安を示したものであること｡

3 日本標準産業分類中､0131,0134,489,746,799,951,959等及び管理,棉



助的経済活動を行う事業所については､業種分叛との対応関係が必ずし

も相互に一致しないことから､事業の実態に即した個別の判断が特に必

要となるものであること｡

4 建設業の分類については､別添を参照のこと｡

5 社会福祉施設等､個別に示されたものはもとより､労基法別表第 1各

号の適用について示された解釈例規に留意すること｡


